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 本基準は、社団法人日本厨房工業会に置かれた「厨房研究会」に

より作成されたものです。 

 

 本基準は必要により見直しが行われます。最新版は、当工業会

に確認してください。 

 

 本基準に記載されたすべての内容は無断で引用、転載、複写する

ことはできません。 

 

本基準は、本基準で述べる目的に対する最小限の要求事項を定め

たものであって、製品の品質、安全、性能を保証するものではなく、

また、本基準の適用によって生じたいかなる損害に対しても当工業

会は賠償の責を負うものではありません。 
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業務用厨房サービス機器基準 

 

１ 目的 

この基準は、食品衛生、使用者の安全および環境保全に必要な業務用厨房サービス機器

の材料、構造、強度、性能、取り扱いおよび表示に関し、業務用厨房設備機器共通基準で

定める共通の項目に追加、削除または置き換える事項を定める。 

 

２ 要求される安全 

業務用厨房設備機器共通基準のこの項目を適用する。 

 

３ 適用範囲 

この基準は業務用厨房設備機器のうち、業務用厨房サービス機器について適用する。 

 

４ 前提条件 

業務用厨房設備機器共通基準のこの項目を適用する。 

 

５ 用語の定義 

業務用厨房設備機器共通基準のこの項目に下記を追加して適用する。 

５.５０１ 管内洗浄 

機器を清掃する際配管内部等のアクセスできない部分を洗浄するため、特別に準

備される清掃手段。管内洗浄する例として給水経路、飲料ディスペンサーの飲料配

管、ポンプ内部等がある。 

 

６ 材料およびその使用 

業務用厨房設備機器共通基準のこの項目を適用する。 
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７ 構造 

業務用厨房サービス機器のうち、飲用ディスペンサーについては業務用厨房設備機器

共通基準のこの項目を下記を除いて適用する。 

７.２.１.２ 置き換え 

業務用厨房設備機器共通基準のこの項目を下記に置き換える。 

 

 すべての食品接触面は容易に清掃できる構造にするか、管内洗浄によりアクセスで

きない部分を清掃できること。また、機能上分解する際工具を必要とする部品（例と

してウォーターバルブやレベルセンサー、ポンプハウジング、ポンプ内部の部品等）

については、清掃ができる構造とする。水、炭酸水の経路以外の食品面は容易に清掃

できる構造とすること。 

 

８ 強度 

業務用厨房設備機器共通基準のこの項目を適用する。 

 

９ 性能上の要求事項 

性能上の要求事項はない。 

 

１０ 取扱説明書および表示 

業務用厨房設備機器共通基準のこの項目に下記を追加して適用する。 

１０.１ 使用環境の条件 

   食品衛生上の安全性を維持するため、機器の使用環境の条件を取扱説明書に記載す

ること。使用環境とは、周囲温度範囲、給水温度範囲、機器に投入する原材料の温度

範囲、供給電圧範囲等であるが、その他特有の条件があれば記載する。
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